
高等学校卒業程度認定試験 

 

１ 趣旨 

高等学校卒業程度認定試験は、学校教育法第９０条第１項の規定により、高校を卒業し

ていないなどのため、大学等を受験できない者に対し、高校卒業者と同等以上の学力があ

ることを認定する試験である。合格者には、大学・短大・専門学校の入学資格を付与して

いる。 

また、就職・資格試験等においても高校卒業者と同等に扱われるよう、経済界等に働き

かけ、社会的通用性を高めるよう努めている。さらに、平成１９年度からは、法務省と連

携し、全国の矯正施設においても試験を実施し、受験機会の拡大を図っている。 

 

２ 受験資格 

１６歳になる年度から受験できる。ただし、既に大学入学資格を有している場合は受験

できない。 

※ 従前の大学入学資格検定では認められていなかった、全日制高等学校等の在籍者にも

受験資格を付与している。 

 

３ 開始年度 

平成１７年度（大学入学資格検定：昭和２６年度～平成１６年度） 

 

４ 試験科目・合格要件 

教  科 科    目 合格要件 

国  語 国語  

地理歴史 

 

地理  

歴史  

公  民 公共  

数  学 数学  

理  科 

 

科学と人間生活、物理基礎、化学基礎、 

生物基礎、地学基礎 

科学と人間生活を含む２科目 

又は 

科学と人間生活以外の３科目 

外 国 語 英語  

情  報 情報  

※ 合格に必要な科目数は、受験者の選択により９～１０科目となる。 

※ 合格者が１８歳未満の場合は、満１８歳の誕生日から合格者となる。 

※ 合格科目は、学校長の判断により卒業単位として単位認定することができる。 

 

５ 実施回数・時期 

毎年２回（８月、１１月） 

６ 実施場所 

都道府県毎に１会場（４７会場）、全国の少年院、刑務所等の矯正施設 

７ 受験料 

７科目～１０科目  ８，５００円 

４科目～６科目   ６，５００円 

１科目～３科目   ４，５００円 

 


